
PB 令和５年１月27日 10令和５年１月27日

申
請
を
お
忘
れ
な
く
！

中
小
企
業
向
け
エ
ネ
ル
ギ
ー

補
助
金

商品・契約トラブル、多重債務など
消費生活に関する相談は

北上市消費生活センター

☎ 7
ナーニ

2-8
ハニワサン

203 北上市消費生活センター

マスコット　８
ハ ニ ワ サ ン

２０３

老人ホームの入居権の譲渡詐欺に注意

｢老人ホームに入居する権利を譲ってほしい｣と

電話がかかってきました。自分は高齢者ですが、老

人ホームに入居する予定がないので、入居したい人

がいるなら譲ってあげたいという気持ちがあります。

「譲る｣と言ってよいでしょうか。

｢譲る｣と言わないでください。言ってしまうと

｢あなたの名義で申し込みするので、一度お金を支払

う必要がある｣｢権利を譲るために取り引き実績が必

要でお金を振り込む必要がある｣などとお金を払わせ

ようとする詐欺の被害に発展します。

　このようなトラブルに遭わないために、留守番電

話機能や発信者番号通知を活用し、心当たりのない

電話には出ないようにしましょう。もし電話に出て

｢譲る｣と言ってしまった後でも、絶対にお金は支払

わないでください。すぐに警察や消費生活センター

に相談しましょう。

　本人以外にも、高齢者の周囲の人は、異変に気づ

いたら相談してください。

　

北
上
市
電
気
料
金
高
騰
対
策
補
助
金
、
北
上
市
エ

ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰
対
策
補
助
金
の
申
請
期
限
は
、
２

月
28
日
㈫
ま
で(

必
着)

で
す
。
申
請
方
法
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。　

　

ま
た
、
申
請
に
関
す
る
相
談
は
、
商
業
観
光
課
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
…
商
業
観
光
課
☎
72-

８
２
４
０

ま
だ
請
求
が
お
済
み
で
な
い
戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
へ

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
支
給

　

令
和
２
年
４
月
か
ら
受
け
付
け
し
て
い
る
第

11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
が
近
づ
い
て

い
ま
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
権
利
が
消
滅
し
、

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
す
で
に
受
給
し
て
い
る
人
は
、
二
重
に
請

求
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
請
求
期
限
…
３
月
31
日
㈮
ま
で

■
対
象
…
令
和
２
年
４
月
１
日(

基
準
日)
に

お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受

け
る
人
が
い
な
い
場
合
で
、
次
の
順
番
に
よ
る

先
順
位
の
遺
族
一
人

■
先
順
位
…
①
基
準
日
ま
で
に
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
人
②
戦
没
者
な
ど
の
子
③

父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹(

諸
要
件
に

よ
り
順
番
が
入
れ
替
わ
る
場
合
が
あ
る)

④
前

記
①
～
③
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族(

戦
没

者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
人
に
限
る)

■
支
給
額
…
25
万
円(

額
面
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債)

■
問
い
合
わ
せ
…
地
域
福
祉
課
☎
72-

８
２
１

３

電気料金高騰
対策補助金

エネルギー価格
高騰対策補助金


